
元長薬発第 1222 号 
令和 2 年 3 月 23 日 

 
地域薬剤師会長 様 
同 薬局部会長 様 
 

長野県薬剤師会 
会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の 

納税猶予制度について 

 
 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の納税猶予制度

について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と

認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用する

ことが示されました。 
 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会（部会）会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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